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子ども・子育て支援調査特別委員会会議録 

 

１ 開会年月日 

  令和５年１１月１３日（月） 

２ 開会場所 

  第一委員会室 

３ 出席委員（１１名） 

  委 員 長    板 倉  美千代 

  副委員長    高 山  かずひろ 

  理  事    ほかり  吉 紀 

  理  事    山 田  ひろこ 

  理  事    宮 本  伸 一 

  理  事    金 子  てるよし 

  理  事    浅 田  保 雄 

  理  事    西 村    修 

  委  員    吉 村  美 紀 

  委  員    豪      一 

  委  員    上 田  ゆきこ 

４ 欠席委員 

  な  し 

５ 委員外議員 

  議  長    白 石  英 行 

  副 議 長    田 中  香 澄 

６ 出席説明員 

  加 藤 裕 一  教育長 

  多 田 栄一郎  子ども家庭部長 

  新 名 幸 男  教育推進部長 

  篠 原 秀 徳  子育て支援課長 

  奥 田 光 広  幼児保育課長 

  永 尾 真 一  子ども施設担当課長 
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  佐 藤 武 大  児童相談所準備担当課長 

  大 戸 靖 彦  子ども家庭支援センター所長 

  宇 民   清  教育総務課長兼真砂中央図書館長 

  中 川 景 司  学務課長 

  鈴 木 大 助  児童青少年課長 

  木 口 正 和  教育センター所長 

７ 事務局職員 

  事務局長     小 野 光 幸 

  議事調査主査   小松崎 哲 生 

  主  任     糸日谷   友 

８ 本日の付議事件 

  (1) 報告事項 

   1) 保育所等における送迎バス等安全対策支援事業について 

  (2) 一般質問 

  (3) 研究会 

  「どうなる、こども大綱？どうする、自治体こども計画？～こども家庭審議会中間整理案 

   を読む～」 

  講師 日本大学文理学部教授  末 冨   芳 氏 

  (4) その他 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

午前  ９時５９分 開会 

○板倉委員長 おはようございます。時間前ではございますけれども、ただいまから、子ど

も・子育て支援調査特別委員会を開会いたします。 

 委員等の出席状況ですけれども、西村委員が、通院のため、30分程度遅れるということで

す。ほかの委員は出席です。 

 理事者につきましては、関係理事者の出席をお願いしております。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 理事会についてですが、必要に応じ、協議して開催することといたしたいです

が、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う人あり） 
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○板倉委員長 また、本日の午前中の委員会終了後、委員会視察について協議をするために、

理事会を開催することとしたいですが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○板倉委員長 それでは、そのように決定させていただきます。 

 なお、理事会については、理事者の出席は必要ございませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 次に、研究会についてですが、既に御案内のとおり、本日、「どうなる、こど

も大綱？どうする、自治体こども計画？～こども家庭審議会中間整理案を読む～」というこ

とで、午後２時から、日本大学文理学部の末冨芳教授を講師に研究会を開催いたします。 

 その際、議会広報のため写真撮影をさせていただくということで、御了承をよろしくお願

いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 本日の委員会運営についてですが、理事者報告は１件、その後、一般質問。一

般質問までを午前中に終了したいと思いますので、よろしくお願いいたします。その後、研

究会が２時から、その他、委員会記録について、２月定例議会の資料要求について、閉会、

以上の運びにより本日の委員会を運営していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○板倉委員長 ありがとうございます。 

 各委員及び理事者の皆様には、質問・答弁など簡潔明瞭に行い、本委員会が円滑に運営さ

れるよう御協力をお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 それでは、理事者報告に入ります。 

 子ども家庭部幼児保育課から１件です。 

 それでは、子ども家庭部幼児保育課、報告事項、保育所等における送迎バス等安全対策支

援事業について、説明をお願いいたします。 

 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 おはようございます。 

 それでは、資料第１号、保育所等における送迎バス等安全対策支援事業について御報告い

たします。 
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 本事業は、令和４年９月に静岡県牧之原市で発生した園児のバス置き去り事故を踏まえ、

送迎バス等への安全装置の設置と、子どもの活動時や午睡時の事故防止等に係る費用の一部

を補助することで、子どもの安全・安心を確保するものでございます。 

 対象施設は、記載のとおりとなっております。 

 対象経費は、３種類ございます。 

 まず、(1)として、送迎バスの子どもの置き去り防止経費です。経費としましては、送迎

バスへのブザー等の安全装置の設置などが該当いたします。 

 次に、(2)として、施設内外での子どもの活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故

防止経費です。経費としましては、見守りカメラや飛び出し防止柵の設置、ＩＣＴを活用し

た子ども見守りサービスの導入、遊具の安全点検や修繕などが該当いたします。 

 最後に、(3)としまして、子どもの午睡時の事故防止対策に必要な備品の購入経費です。

経費としましては、子どもの体の動きや呼吸・心拍などの体動を検知するベビーセンサーな

どが該当いたします。 

 補助基準額は、まず、送迎バスの子どもの置き去り防止経費は、バス１台当たり100万円。

次に、子どもの活動時と午睡時の事故防止経費は、合わせて１施設当たり200万円となって

おります。 

 補助対象期間は、令和５年４月から令和６年３月までです。 

 スケジュールは記載のとおりですが、今後は、令和６年３月に各保育施設に対して実績報

告を依頼し、令和６年４月から５月に実績額の確定と補助金の支払いを行う予定でございま

す。 

 御報告は以上でございます。 

○板倉委員長 説明をいただきました。 

 それでは、質問のある方、挙手をお願いいたします。 

 宮本委員。 

○宮本委員 おはようございます。御報告ありがとうございました。 

 今回、国と都の補助金を活用していただいて、子どもの安全の確保のために様々な取組を

していただくということで、評価したいと思います。子どもの安全という最も大事な保育の

質の向上に向けて、保育士や職員の皆様の手が届きにくいところに、しっかり強化が行き届

くものにつながるものと思います。また、保育士や職員の方にとっても、ある意味、業務上

の負担の軽減にもつながってくるのではないかなと思います。 
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 質問は、今回の補助金を活用して、こうした事業を実施していただく事業者が、事前にお

伺いしたところ、全部で87施設ということでした。140の施設がある中で87の施設が、今回、

取り組んでいただくということでございました。そうすると、約60近くの施設は活用しない

ということになってくるんですけれども、こうした施設においては、既に安全対策といった

ものが十分に図られているというふうに考えていいのか。 

 特に私立認可保育園では、77施設中47の施設が、今回、活用ということでお伺いしており

ましたので、こういうことはないと思うんですが、職員の方々、保育士の方々、現場はかな

り多忙を極められているので、申請ができないというような状況になっていないかが心配な

んですけれども、区からの確認、また支援をしていただければというふうに思いますが、い

かがでしょうか。お伺いしたいと思います。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 まず、今回、補助金の活用が全ての施設から出ていないという部

分についてなんですけれども、今回の補助事業のほうは、新たに機器やシステムを導入する

際の費用が補助対象となっております。したがって、既存の機器やシステムを更新する場合

や買換えをする場合は補助対象外というふうになっているものですので、補助を希望してい

ない保育施設の中には、こうした機器を既に活用している施設もあると考えております。 

 また、安全対策に関する機器の導入の有無にかかわらず、国の保育所保育指針や国の通知

等においては、例えば施設内の安全点検ですとか、散歩コースの安全確認、あるいは保育に

おける職員の役割分担、緊急時対応の研修や訓練などについて、普段から実施をすることで、

保育者が安全管理を行うこととされております。区としましても、指導検査や巡回指導の中

で、こうした園における安全管理が行われているかどうかというところは確認をしておりま

すし、仮に不十分な点があった場合は、改善するよう指導しているところでございます。 

 なお、補助金の申請等につきましては、活用を希望する施設がしっかり申請できるよう、

区として支援をしてまいりたいと考えております。 

○板倉委員長 宮本委員。 

○宮本委員 分かりました。ありがとうございます。まず、更新は対象にならないということ

でしたので、そうした意味では、ほぼしっかりやっていただいているということだと理解を

しました。 

 また、それ以前の話として、保育の質の担保のためには、各施設がしっかり安全管理をと

っていただいていると。また、区のほうも巡回指導などをしっかり行っていただいていると
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いうことでしたので、引き続き、そうした区としての取組もしていただきながら、園のほう

を支援していただけるところはしっかりやっていただいて、保育の質の担保、今回の取組を

活用してさらに進んでいくように、ぜひよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。以上です。 

○板倉委員長 ほかに。 

 浅田委員。 

○浅田委員 これまでの区の保育園の、とりわけ待機児童対策ということで、本当によくやっ

ていただいたということには感謝申し上げます。 

 今回、静岡県牧之原市で起きた事件に端を発して、安全対策により取り組もうと、これに

ついても必要なことだろうと思います。全国を見ても似たような事例が起きているというこ

とで、それに対する対応していこうということの御提案だと思います。 

 ただ、率直に感じるところなんですけれども、今回、通園バス安全装置の義務化というこ

とを国のほうで言われました。子どもが実際に車のバスの中に放置をされたという、これは

事実ですよね。それに対する対応ということが言われていますが、ただ、よくよく冷静に考

えてみますとね、文京区はバスというのは数は少ないにしても、朝、子どもがバスに乗って

きて、それを放置するという、放置というそのこと自体がどこに問題があるのかというふう

に率直に言って思うんですよ。つまり、バスの中にいて、子どもが一人になって、緊急のブ

ザーというような装置を押さなきゃいけない事態が起きるということ自体が、私はそちらの

安全対策のほうが問題じゃないかなというふうに思うんですよ。これはもちろん、今回はバ

ス、車の御提案ですけれども、いろいろな事例というのはあり得ると思うんですよ。お散歩

に行くだとかね、あるいは、どこかへ集団で遠足みたいなことだって保育園では行われてい

ますよね。だから、もっと根本的な安全対策というところの対応抜きにね、抜きとは言いま

せんけれども、むしろ機械を設置することによって、機械に依存すればね、その安全対策と

いうものが、ややもすると薄れたりするのではないかという危惧を持っているんですが、こ

の点についてはいかがでしょうか。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 今、委員のほうからお話のありましたとおり、バスの置き去り事

故、こちら、直近で大きな痛ましい事案としましては、昨年９月の静岡県牧之原市の認定こ

ども園での事件ということにはなるんですけれども、こちらの主な原因としましては、子ど

ものバス降車時に、運転主、乗務員とも送迎バスにお子さんが残っていないかということの
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確認が行われていなかったこと、また、降車時の人数確認等を手順として決めていなかった

こと、こちらが原因だということで分析がされております。それを受けて、国のほうでも基

準の改正が行われまして、自動車を運行するに当たっての安全管理の徹底の義務付けという

ことで２つの点が示されております。１つ目は、お子さんの通園、あるいは園外活動等のた

めに自動車を運行する場合、お子さんの自動車への乗降の際に、点呼等の方法により、お子

さんの所在確認を行うこと。２点目が、ブザー等を設置することで安全管理を行っていくこ

と。この２点が義務化をされているところになります。したがって、ブザーだけに頼る、安

全装置に頼るということではなくて、まず大前提として、お子さんの保育に関わる職員のほ

うが安全確認をしていくというようなことになっております。 

 あともう一つ、散歩の際なんですけれども、こちらも事前に散歩コースの安全確認ですと

か、あるいは、きちんと散歩の目的とかの計画を立てた上で、保育園を出発するとき、ある

いはその目的地に到着したとき、実際に目的地で活動しているとき、また、目的地から園に

戻るとき、園に到着をしたときというところで、保育に従事する職員のほうできちんとダブ

ルチェックも含めてお子さんの人数確認をしていくといったところが国の保育所保育指針で

あるとか、国の通知等で定められているものになります。ですので、今、委員の御指摘のあ

りました御懸念という部分については、きちんとこうした職員のほうが安全確認をやってい

くということを徹底することが大切だというふうに考えております。 

○板倉委員長 浅田委員。 

○浅田委員 この牧之原市の園の例が全ての園に当てはまると私も全然思っていないわけで、

でも逆に言えば、本当に隙間のミス、連絡体制であるとかというところで起き得ることとい

うのは、これはどの園も、文京区の園も学ばなきゃいけない点があると思うんです。先ほど

の例というのは、バスの運転士さんと、それから送迎担当の保育士さんが２人乗っていて、

２人ともバスの中のチェックを怠ったということですよね。通常あり得ないことが現実に起

こっているわけです。それはどういうことかというと、もちろん御意見はいろいろあります

けれども、私は、たしかあれは民間法人ですよね。そこの法人さんの、国の指針はともかく

としても、子どもに対する安全の考え方ですよね、これがどうだったのかということを非常

に危惧するわけですよ。２人いて、最後にバスの中を見ることもしていない。なおかつ、た

しかあの例で言えば、保育士さんは通常の担任の先生とかではなくて、何て言うのかな、ア

ルバイトさんというんですか、子どもの顔を日頃覚えていない保育士さんが担当されていた

というふうにも伺っています。したがって、その法人がどういう安全対策をするのかという
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基本的な考え方が、私はこの例で言えば確立されていなかったんじゃないかというふうに思

うんですよね。もちろんマニュアルは必要ですよ。必要ですけれども、伺えば、子どもとい

うのは、あの当時はコロナ禍ということもあって、おしゃべりしちゃいけませんよ、大声を

出しちゃいけませんよというような、おとなしく座っていましょうよというような注意もさ

れていたというふうに伺っています。ですから、いろいろなことが重なっているのは分かる

んですけれども、とにかく、法人として子どもの命を守るという基本的な考え方のところが、

私は文京区においても、どの保育園においても、改めて必要じゃないかと思うんですが、こ

の辺についてはいかがでしょうか。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 まさしく、今、委員から御指摘のありましたとおり、やはり保育

園というのは、安全・安心に保育が行われるというところが大前提の施設になりますので、

今、いろいろなお話のありましたマニュアルであるとか確認方法、あるいはＩＣＴの機器と

いうところを導入したとしても、その根幹に関わる部分の意識が浸透していかないと、こう

した痛ましい事案というのはなくなっていかないと思いますので、それは当然、各保育事業

者において研修なり訓練なり、そういった職員の意識付けというところは取り組んでいると

ころにもなりますし、区としても、巡回指導や指導検査の中で、そういった意識付けという

のをしっかり行ってまいりたいと考えております。 

○板倉委員長 浅田委員。 

○浅田委員 もうちょっと具体的なお話をお伺いします。今回の事例で言いますと、朝、子ど

もが登園のためにバスに乗ってくる、その氏名と、それから全体のバスに乗っていた数、こ

れが登園してきた保育園のいわゆる子どもを受ける側、ここの把握がどうだったのかという

ことですよね。つまり、保護者のほうからすると、今日はお休みしますよという連絡を入れ

ていない、入れていないということは、通常はバスに乗るということになりますよね。だけ

れども、保育園の側に到着して数を見ると、その数が合わない。合わないけれども、報道に

よれば、こういったことはよくあることなので、突発的なお休みで保護者の方が連絡してこ

ないということはよくあることなのでという安易な臆測が働いたというふうに伺っています

けれども、その１つ１つのきちっとした保護者と園側と、それからそれを担当する保育士の

方、ここの連携がきちっととられていないと、今回のような事態になるというふうに思うん

ですよね。 

 その問題と、今回のこのブザーというか機械による安全対策ということで、ややもすると、
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やっぱり機械に頼ればね、ヒューマンミスというのは起きるんじゃないかと思うんですけど、

そこのところはきちっと相当徹底していただかないと、機械を入れることによって安易な判

断というのが生まれたら私は非常に危険だというふうに思っていますので、この点について

はいかがでしょうか。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 そうしたお子さんの、いわゆる登園していらっしゃるかどうかと

いうところは、やはり園のほうで、例えば９時なり９時半なりというところで時間を決めて、

保護者の方からの連絡のある、なしにかかわらず、登園していないお子さんについては確認

をしていく。連絡がないお子さんについては、きちんと保護者の方にどういう状況なのかと

いうのを確認をしていくということをしっかりルール付けをして取り組んでいくことが必要

だというふうに考えております。 

 ブザー等の安全装置につきましては、先ほど委員のほうからもお話にありましたように、

やはり人間ですので、どんなに注意深く確認をしていったとしても、そのときの状況によっ

ては確認漏れが生じてしまったりということがあるわけですので、当然、それをなくしてい

く努力は不断にしていく必要がありますが、やはりヒューマンエラーを補完するものとして

一定の効果はあるというふうに認識はしております。 

○板倉委員長 浅田委員。 

○浅田委員 この静岡県の例をめぐって、いろいろな方がいろいろな御意見を述べているわけ

ですけれども、その中の１つに、私もやっぱり保育士の人数の確保、安全対策としての確保、

それから、保育士がどれだけ子どもたちの顔を覚えるような定着ですよね、これがあって、

初めて機械を活用することの意味があるというふうになると伺ったんです。ですから、例え

ば今回のこの牧之原市の例でいうと、いわゆる非常勤、アルバイトの方が複数配置をされて

いるというところで、しかも、その方は常時勤務ではなくて、週何回か、あるいは何時間か

の勤務というふうに伺っていますけれども、やはりきちっと子どもの顔を覚える、子どもか

らしても大切なことだと思いますが、覚えてもらえるような人員配置、これも必要じゃない

かと。それもあって機械のことも必要ではないかというふうに伺いました。繰り返しになり

ますけど、これが１つ。 

 それから、もう一つは、午睡時、３番目のところにおいても、これも基本的には人の目、

保育士さんが経験を積む意味でも、人の目がやっぱり何より大切だというふうに言われるん

ですよね。このうつ伏せによる事故というのは、年間数件、必ず数字の上では出ていますけ
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れども、でもあってはいけないことなわけですよね。それをどう起こさないようにするのか

ということになると、やっぱり保育士をきちっと配置をする、その保育士に安全対策、安全

のための研修・教育を徹底するということが併せてあって、その上で機械の配置ということ

が必要ではないかと思うんですが、最後です、これはいかがでしょうか。 

○板倉委員長 最後でいいですか。 

 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 まずは保育士の人の確保と定着という部分になるんですけれども、

こちら区としましては、従前よりキャリアアップの補助事業であるとか、宿舎の借り上げ事

業というところで、人材の確保、あるいは定着というところに取り組んでいるところでござ

います。 

 また、区独自の取組としましては、令和４年度からの重点施策ということで、国の基準以

上に常勤保育士を配置している場合の人件費補助というのを実施して、充実した職員体制に

よる質の高い保育というところを実施しているところでございます。 

 また、今年度の取組としまして、いわゆる保育事業者の研修以外に、区としましても民間

事業者同士でも保育交流をできるような形で、連絡会での関係性の構築というところを実施

しておりまして、既にいわゆる同じ保育事業者の系列園ではない違う保育事業者においても、

近隣園で保育交流だったりを行っております。そういったところも、保育士のスキルアップ、

あるいは他園の取組を参考にした保育の実施というところにも資するものだというふうに考

えております。 

 委員のほうから２点目で事例として出されました、午睡時の安全確認、こちらも当然、や

はり保育従事者のほうが確認をしていくという形になります。実際の取組としましては、や

はり医学上の理由を除いてうつ伏せ寝を避ける、仰向けに寝かせる。午睡中につきましては、

保育者のほうが、ゼロ歳児については５分に１回、１歳児、２歳児については10分に１回、

お子さんの体の向きであるとか、あるいは顔色、呼吸の状態を確認して、しっかり安全確保

をするということになっておりますので、そういったところも徹底を区のほうでしていくこ

とによって、事故の未然防止というところに努めてまいりたいと考えております。 

○板倉委員長 まとめて、浅田委員。 

○浅田委員 ありがとうございます。今回の機械の安全対策導入に当たっての考え方はぜひお

願いします。 

 併せて、この事故に関連して、様々な不適切な子どもに対する保育が問題になりました。
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いちいち言いませんけれども、これについては、やっぱり法人の保育に対する基本的な考え

方、安全対策ですね。また、保育士自身の安全対策、考え方に根本的なところで問題があっ

たというふうに思うんですよね。ですから、今、実は質問しようかと思ったんですけど、民

間の方同士の交流が本当に私は必要だと思うんです。例えば、それぞれの法人さんの園で、

この角はぶつかっちゃいけないよねとか、ここはつまずくよねとか、ここは指を挟むよねと

いうようなことをそれぞれがされていますよね、研究をされています。そういったことでお

互いが交流していくということは、文京区全体の保育の質の向上に向けてつながっていくん

じゃないかというふうに私は思っていますので、ぜひ区として応援をしてあげてください。 

 以上です。 

○板倉委員長 吉村委員。 

○吉村委員 今回なんですけれども、送迎バス等の安全装置の設置とか、子どもの活動時の事

故防止とかの費用を一部補助するということで、子どもの安全・安心を確保するという点で

は、例えば事業所内保育事業とか認可外保育施設でも同じですので、そちらを含めていただ

いたということは非常に評価しております。 

 今回、例えば３、補助対象経費の(2)、(3)のところで、例えば見守りカメラだったり、天

井にカーブミラーとか、柵だったり、ＡＥＤだったり、ＧＰＳだったり、幅広く、例えばそ

の保育施設さんが使いたいという適したものを御自分たちで選んで活用できるような柔軟性

があるのかなと、柔軟性といいますか、いろいろ選択性があるのかなと思っているんですけ

れども、例えばこの保育施設さんで、先ほど宮本委員の質問のときに、140分の87の施設が

今回手を挙げていらっしゃると。以前、御報告いただいたときには、認可外の施設も、例え

ばバスとかでも２施設が手を挙げていらっしゃるとおっしゃっていたんですけれども、全部

の施設が手を挙げているわけではないですので、例えば、見守りカメラを使ったところはど

ういう効果が特に上がったのかとか、実績報告書みたいな感じで、アンケート調査的な感じ

で、比率的にどういったものを保育施設がそれぞれ求めていて、でも、もともと導入してい

たものもあって、プラスで今回つけるというところもあると思うので、一概に今回導入した

ものがどうのこうのということではないかもしれないんですけれども、導入したもの、どの

ように改善したのかというような実績報告書とかアンケート調査とかで分析をした上で、先

ほど浅田委員への御答弁でも出てきた近隣園の保育交流とか、そういった場所で、例えばグ

ラフ、図とか、そういったものとかでも共有していただいたりして、あと、保育の改善の状

況ですね、例えば働き方改革とかにも資する部分もあると思うんですよね。小規模なところ、
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認可のところも、今、人員不足かもしれないんですけれども、特に認可外とかのところも人

員的に苦しいというところも非常に多いと思いますので、どういう改善点があったのか、よ

り具体的に皆様に共有できるような報告システムみたいなものをつくっていただければと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 まず、１点目の幅広く活用ができるのかどうかというところには

なるんですけれども、今、委員のほうからお話がありました以外で申し上げますと、例えば

熱中症を防ぐためのサンシェードだったり、そういったものも対象になったりしているもの

ですので、お子さんの安全対策に資するものであれば、広く対象になるというふうに考えて

おります。 

 また、実際に補助金を活用しての安全対策にどれくらいの効果があったかという部分につ

きましては、アンケートというやり方をとるかどうかは、まだ現時点では決まってはいない

んですが、認可外保育施設につきましても、今年度から巡回指導のほうも東京都と一緒に実

施をしたりしているものですので、そういった巡回指導ですとか指導検査の中で、今回、補

助金を活用して導入をした機器がどのような形で安全対策に活用されているのかというとこ

ろは、区として確認をしていきたいと考えております。 

○板倉委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。今、おっしゃった幅広くというところで、さらに熱中症

対策とかのサンシェードですかね、そういったものにも活用できるということで、こういっ

た広く本当にいろいろなものに使えるということを、今回、区としても周知してくださって

いるとは思うんですけれども、保育園とか事業所とか施設とかの担当者の方にもより具体的

に教えていただいて、本当に広く使っていただければと思うんです。先ほど認可外のところ

も東京都と一緒に今年度から巡回指導されていて、その中でヒアリングとかをされていくと

いうことですので、ぜひそういった生の声といいますか、実際のお声を聞いた上で、これは

１回限りの補助金ではあると思うんですけれども、内容次第では今後の検討課題といいます

か、例えば、先ほどの熱中症のものですとか、前に言っていたＧＰＳですとか、いろいろな

ものというのは永久に使えるものでもないと思いますので、今後につなげていただければと、

検討課題というんですかね、すぐにまたこういう補助金をやるということはできないとは思

うんですけれども、そういうデータをどんどん蓄積していっていただいて、分析していただ

ければと思いますので、よろしくお願いします。 
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 ありがとうございました。 

○板倉委員長 金子委員。 

○金子委員 保育所等における送迎バス等の安全対策事業ということなんですが、１つは、今、

質疑の中でいろいろ出ましたけど、予算額は大体１億円ということですよね。いろいろな機

器の具体的な名称というか、先ほど出た中にはカメラ、ベビーセンサー、それから、今、吉

村委員の質疑の中でＧＰＳということがありました。あと遊具の老朽化したものにも使えま

すということで言われていましたけれども、遊具はいろいろあるとして、カメラ、ベビーセ

ンサー、それからＧＰＳ、ＩＣＴ機器と、その総称みたいな話になるんですけれども、所要

額の調査も終わっている、額じゃなくて保育施設に対する調査は終わっているわけなので、

具体的にどういう機器が今回必要だよということで保育園の現場から出ているのか、それを

御説明いただきたいというのが１点です。 

 それから、このタイトルにもあるように、送迎バスの置き去り事故という痛ましい事故が

起こってこういうことなっているんだと思うんですが、区内の保育施設で、送迎バス、幼稚

園もやっていないぐらいの話になっていて、なかなか見かけないんだけれども、このバスを

利用してブザーが必要だよとなったのは、87施設中、何施設あるのかね、それを聞きたい、

確認したいということです。 

 それから、さらに、この牧之原市の事故については私も報道等で見る限りでありますが、

そういった痛ましい死亡事故、ないしは負傷等というふうに厚生労働省、内閣府は報告を求

めておりますよね。いわゆる重大事故というふうに言っているんですね、国は。これについ

ては、既に平成27年の４月に、その重大事故の範囲とか、それから報告する様式だとか、そ

れから、どの施設、保育施設も今はいろいろ多様化していますから、どの施設を対象にして

報告を上げるかというものがいろいろ整理されてきた経過があります。 

 重大事故には大きく分けて２つカテゴリーがあって、死亡の事故と、それから、今言った

負傷等となっていますが、負傷等にはカテゴリーの４つが書いてありまして、意識不明、骨

折、やけど、その他というふうになっているんですね。これは年々増大しているから国も大

変だって話になっているわけですけれども、文京区では国に報告するような重大事故の事例

というのは、この数年、あったのか、なかったのか、それは事実として確認ができると思い

ますので、それも述べていただきたい。 

 まとめて聞いちゃいますけど、そうしますと、重大事故にならないけれども、言葉で言う

とどういう言葉なのか調べたけど分からなかったんですけれども、重大事故以外の軽微な事
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故というのは、それはいろいろあると思うんですよ。今日の資料にも、補助対象経費のとこ

ろに、例えばということで、置き去り、見失い、飛び出し等の事故を防止する経費を今度計

上しようということですよね。例えば、この置き去り、見失い、飛び出した後に事故になっ

ちゃうと、本当に重大事故につながっていってしまうような気もしますが、そういったもの

は区として、この間、例えば年間どれぐらい起きていますよということは、今日、件数など

について御報告いただけるものを持っているのでありましたら、御報告いただきたいという

ふうに思います。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 何点か御質問をいただきましたので、１つずつお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、１点目、今回の所要額調査でどういったような機器の申請が出ているかというとこ

ろにつきましては、一番多いのが、やはり見守りカメラになります。次に多いのが、飛び出

し防止の柵ですとか、補助鍵、カーブミラー等の設置というところが多いという状況になっ

ております。あとはＡＥＤの設置なんかも、比較的多く申請が出ているところにはなります。

当然、委員のほうからお話のありましたベビーセンサーであるとか、ＧＰＳ、Bluetoothを

活用した見守りサービスも申請が出ているところでございます。今、数的に多いというふう

に申し上げましたのは、私立保育園のほうでの数ということで御理解いただければと思いま

す。区立を合算すると、また多い件数のほうが若干変わってくる形にはなります。 

 ２点目の送迎バスを運行している園が幾つあるのかというところにつきましては、今回、

認可外保育施設については、個別にこの経費を申請する必要があるかどうかを都のほうから

も確認をしてほしいということで依頼が来ていたものですので、申請が出ていない園につい

ては、個別に電話等で確認をさせていただいております。その結果、認可外保育施設は２施

設から申請が来ております。 

 ３点目の重大事故の範囲であったり、報告様式、対象施設というところにつきましては、

まず、国のほうが報告を求めている部分については、先ほど委員のほうからお話のあったよ

うなものになっております。それに加えて、東京都のほうでは、置き去り、見失い等の事例

ですとか、あるいは食中毒や感染症のおそれがある場合も報告を求めているところになりま

す。さらに区のほうでは、それに加えて、例えば受診をした結果、レントゲンですとかＣＴ

を撮るようなケース、救急搬送をされたケース、あと、アレルギーに関して誤飲・誤食等が

あった場合、あと個人情報を紛失した場合等について、区のほうでは求めているところにな
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ります。 

 ４点目、令和４年度の実績として、実際、どのぐらいの報告が上がってきているのかとい

うところにつきましては、令和５年度の当初の段階での数字にはなってしまうんですけれど

も、区のほうに報告が上がってきたのが85件という形になっております。ただ、こちら、今

年度の指導検査を実施している中で、報告すべき案件が報告されていないというケースもあ

りましたので、令和５年度の指導検査が始まった後、85件よりもさらに増えている状況では

ございます。 

 そのうち、５点目、委員のほうからありました置き去りや見失い、こちらの件数につきま

しては、令和４年度は８件発生しているという状況でございます。 

○板倉委員長 金子委員。 

○金子委員 置き去り、見失いが８件ということだし、そのカテゴリーじゃないものも含める

と85件以上ということで、そうすると100に迫るのかどうか分かりませんが、そのような水

準であれば、それは偶然、87施設が利用したいということで先ほど宮本委員からも御紹介が

ありましたけれども、どの保育園でも、そういう機器も活用して安全を確保していく必要性

があるということは確認できたということになると思うんです。 

 それで、１点、今言ったバスですけれども、認可外施設の２施設がバスを利用されている

ということだと思うんですが、そうすると、先ほど浅田委員が確認された保育指針、バスに

ついては点呼とブザーでやりなさいよと明確になったということですけれども、この保育指

針というのはあれですか、認可保育施設についての保育指針だというふうに一般的に言われ

ますけれども、認可外保育施設のバスという点では、この指針というのは同様に守ってもら

わなきゃいけないものだという理解でいいんですか。それは確認ですけれども。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 認可外保育施設につきましては、国の指導監督基準において、同

様にバスの安全確認を行うことというふうにされております。 

○板倉委員長 金子委員。 

○金子委員 分かりました。区内でもバスを利用されている保育施設があって、こういう事故

が静岡県ですけれども起きているわけなので、確認しなきゃいけないということで、指針じ

ゃなくて国のほうの基準だということを確認しておきたいと思います。 

 それで、先ほど置き去りや見失いについては年間で８件ということがありました。これに

ついては、私ども日本共産党文京区議会議員団、前期で勇退されましたけれども、国府田久



令和５年１１月１３日 子ども・子育て支援調査特別委員会（速報版） 

 

－１６－ 

美子という保育士出身の議員さんがいて、私の記憶ですと、今から20年ぐらい前に私立認可

保育園で置き去り事故が起きて、そのときに改善を求めてきたという経過があります。どう

すれば改善できるかというのは、やはり人の目を増やすとかということが根本的にあるとい

うふうに思いますけれども、この間、先ほどの85件プラスアルファ、もしくは、今言った置

き去り事故、見失い、８件ということですけれども、こういう点についての改善の努力だと

か、区の巡回指導、実地検査をやっていますということになると思うんだけれども、ここ十

数年を通じて保育施設が増やされてきたという経過の中では、やはり改善されなかった１つ

の実態が、今、明らかになったと思いますけれども、これについては、この間、どのような

努力をされてきたのか、それについて聞いておきたいというふうに思うんですけれども。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 令和４年度に８件ということで、置き去り、見失い等が発生して

いるわけなんですけれども、実際にその状況と原因を確認していくと、例えば、ほかのお子

さんの対応をしているなど、保育者が見失いをしてしまったお子さんのそばについていなか

ったケースですとか、あるいは、人数確認がきちんとダブルチェック等も含めてできていな

かったといったところが主な原因にはなっております。 

 この間の取組という部分につきましては、毎年度、年度当初に区としまして、特に置き去

り、見失い等のリスクが高くなる園外活動についての注意喚起を文書で出しております。そ

れはどういう内容かというところは、先ほど御答弁申し上げた部分と重なるところではある

んですけれども、例えば散歩コースであったり、あるいは園外活動をする公園だったり、そ

ういったところの安全確認や死角があるかないかとかいった確認ですとか、あと職員同士の

役割分担、緊急時の対応方法、そういったところを事前にしっかり確認をして実施をしてい

くということを注意喚起しているところになります。それが実施できているかどうかという

ところは、指導検査の中で散歩がどういうふうに計画的に実施をされているのかを各種書類

で確認をしているところですし、巡回指導の中でも、実際、散歩に同行するようなケースが

あれば、その中で実態がどうなっているのかということを確認をしてきたところでございま

す。 

○板倉委員長 金子委員。 

○金子委員 いろいろな機器類が入るといっても、そういう努力は引き続き日常不断にやって

いく必要があるんだというふうに思います。例えば、私も地元の根津神社に今ぐらいの時間

へ行きますとね、子どもと保育士さんたちが入り乱れるという状況がどの地域でもあります
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よね。少し前ですかね、そうやって認可保育所がうちの近所に増えたときに、どうやって子

どもたちを見失わないように、要するに死角が生まれないようにするということだと思うん

ですけれども、しているんですかと私は聞いたことがありますけれども、帽子を買いました

という保育園がありましたよね。色を違えておけばそれで見分けるというふうに言っていま

したけれども、それとか、今、お散歩コースの計画というのは、お伺いすると、物すごく慎

重に保育士さんは立てていますよね。それで園外活動をしてもらえるので、本当に保護者と

してありがたいという話になるんだけれども、ある保育園では、公園まで行くのに、みんな

でひもを持っていく、人がいないので保育士さんは手をつなげないので、ひもを持ってもら

って行くと。ひもというかロープを。だから、そういう点でいうと、そういう人員体制はど

うなんだろうかというふうにそれを見たときは思いましたけれども、それはもう10年ぐらい

前、ある認証保育園にそういう事例が近所にありましたけれども、そこもそのうち認可保育

園になりましたので、大分人の体制も変わったと思う。そういうふうにして注意喚起してい

ただいているということなので、そういう機器類と併せて、人の目による保育というのをや

っぱり徹底していただけるように改めてお願いをしておきたいと思います。 

 それで、私も先ほど浅田委員が触れられたように、そういう子どもを預かっている場所で

の事故を解決していくために、やはり認可保育園の保育士の配置基準の改善・拡充がもう決

定的だというふうに思うんです。私ども、さきの一般質問で石沢議員が取り上げました。そ

れで、文京区では、昨年度から国の基準で必要とされている職員数を上回る保育士を配置し

ている場合、人件費の一部補助実施という答弁なんですよ。昨年度よりもっと前から東京都

は都加算とかということで、やはり人的な、それから保育面積なんかについても加算をして

きたという歴史がありますので、私たちは国にちゃんとそういう基準を拡充してくださいよ

と言ってほしいと思っているんだけれども、この答弁の中で、そういうより充実した職員体

制を文京区が求めている結果によると言っていましたけれども、質の高い保育の実施につな

げているというふうに言っていますね。この答弁の確認ですけれども、ここで区長が答弁さ

れた質の高い保育の実施というのは、それはすなわち認可保育の一般的な基準の質よりも高

い保育の質を、文京区はそういう独自の補助をやって求めているということで確認できると

思うんですけれども、それはそういうことで答弁いただけますかというのが１点。 

 それから、区長の答弁で質の高い保育の実施、これが補助をやって認可基準より高い質の

保育がやっぱり必要だと、そういうふうに文京区は捉えていると。逆に、反対解釈すると、

今の認可保育の基準ではやっぱり劣るということだと思うんですよ。そのことをはっきり私
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は認めていただきたいというふうに思うんだけれども、それはいかがですか。 

○板倉委員長 金子委員、質問はそれでいいですか。終わりで。 

 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 質の高い保育というところは、やはり待機児童が解消された今、

ますますこれから区として力を入れて取り組んでいかなきゃいけない部分だというふうに認

識をしております。当然、国の基準を上回る常勤保育士を配置しているという部分で区が補

助をしている趣旨としては、やはりそれが質の高い保育につながるという認識になります。

ただ、保育の質というのはいろいろな要素がありますし、当然、職員の数だけを多く配置す

れば保育の質が自動的に高まるというものではありませんので、そういった職員の資質とい

う部分は、当然、保育事業者でも取り組んでいるところではありますが、区としても研修で

あったり連絡会、あと、先ほど浅田委員の御質問に答弁しましたように、私立園同士、ある

いは区立園と私立園の交流という部分で、区としては質の高い保育というところに、いろい

ろな角度から取り組んでいるというところでございます。 

 あと、委員のほうから２点目でお話のありました裏返しの話はどうかというところにはな

るんですけれども、当然、保育の質というのは、職員の数と、あとは資質、あるいは園の取

組の姿勢といったところが重要になってくるというふうに考えておりますので、区としては、

最低限の保育というのは、当然、国の基準の中で実施をできるというふうに考えております

が、より保育の質の向上を目指していくという観点においては、やはりぜひ加配をしていた

だいて、その中で質の高い保育を実施していただきたいという趣旨で補助を実施していると

いうところでございます。 

○板倉委員長 金子委員。 

○金子委員 保育の質の問題は保育士さんの数だけではないですよと、それは当然だと思うん

です。だって、待機児の解消というがありましたけれども、待機児の解消だって定員の弾力

化ということだって、この間やってきて、何回か前の子ども・子育て支援調査委員会で聞き

ましたけれども、それの解消だって次第に必要だという話になっているわけで、量と質の面

での一体的な改善というのが必要になってくると思うんです。いずれにしても、今、保育の

関係者の皆さんが保育士の配置基準の改善・拡充というのを、国のこども未来戦略で項目が

出てきたけど、全然財源が出てこないので具体化されないということで、一体どうするんだ、

いつ始めるんだという話になっていますけれども、本会議の質問でも私たちが示したように、

保育の現場を預かっている自治体がそういう声を上げていくというのは大きな力になります



令和５年１１月１３日 子ども・子育て支援調査特別委員会（速報版） 

 

－１９－ 

ので、ここまで答弁されている以上、もう70年以上この基準でやってきたという、これはも

う拡充の方向で早くきちっと予算化するように国に求めていっていただきたいと思っており

ますので、その点についてはお願いをしておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○板倉委員長 山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。私が今回質問したいのは、ここでは保育所等における送

迎バス等の安全対策ということで、多分、私が質問するのは、補助対象経費のところの(2)、

(3)に相当するのかなというふうに思うんですけれども、こういうふうに事件や事故が起き

て、それを教訓として、今回、こういった支援をしていきますとか、あと、もう何年か前で

したけれども、学校に変質者が入ってきて刃物を振りかざしてという事件があった。そうな

ると、今度、校門のところに防犯カメラをつけましょうという、そういうことが起きて、私

はこのヒューマンエラーでなってしまうようなことと、事件だったりというのは別の話であ

って、もう一つやはり最近言われるのが、保育園では保育士の虐待とか、そういうものも非

常に問題になっていると思うんですよね。先ほど吉村委員から、どのくらいの範囲でこれは

補助が出るんですかと言われたときに、結構大きな範囲で補助が出ますというふうな御答弁

がありました。ストレートにお聞きしたいのは、多分、保育園とかの出入口というのは、防

犯カメラが防犯上、それから抑止力という意味でつけられているところが結構多いと思うん

ですけれども、例えば室内にカメラを設置しているようなところというのは多いんでしょう

か、それとも多くないのか、その辺をお聞かせいただきたいんですけれど。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 室内にカメラを設置している保育園というのは、数として多いの

か少ないのかというところまでは、申し訳ございません、把握はできてはいないんですが、

実際、巡回指導や指導検査に行っている中では、設置をしている園があるというのは確認を

しておりますし、あとは保護者の方から、例えば今日の夕方とかに子どもが保育園でこうい

うことがあったんだというのを保護者の方がお聞きになったときに、園のほうでその時間帯

に何が起きたのかというのを実際に客観的に把握するために、設置している園については活

用したりする事例なんかも聞いてはおります。ただ、それが数的にどのぐらいかというとこ

ろまでは、区として厳密に把握はできていないという状況でございます。 

○板倉委員長 山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。そうですよね、把握していないというふうに私も思った



令和５年１１月１３日 子ども・子育て支援調査特別委員会（速報版） 

 

－２０－ 

んですけれども、でも、保育園の判断でつけているところもあるという意味では、やはり子

どもの安全を守る、命を守るという意味では、やはり私は非常に大切なことであって、多分、

この室内のカメラも出るわけですよね。ですよね。でも、私はただつけたほうがいいという

のではなくて、いろいろな意見があると思うので、そういった意見は控えることとしますけ

れども、何も起こらなければ、多分、保護者というのは、プライバシーの問題からというよ

うな言い方で反対する場合が多いと思うんです。でも、事が起こっちゃったら、やはりその

被害者の当事者になったらば、やはり原因を究明したいと思えば、室内カメラをちょっと見

させてくださいと。先ほどの御答弁で、何かがあったときにそのときにだけ確認という意味

で使われるケースがあると。やはりそういった使い方をするならば室内におけるカメラとい

うのも、本来、こういったものにつくのであれば、つけてくださいというのはなんですけれ

ども、区立保育園においては、区の見解としてはどのようにお考えですかね。区立の保育園

ということを考えてみれば、区の見解としてはどういうふうに思われているのかお聞かせい

ただけますか。 

○板倉委員長 奥田幼児保育課長。 

○奥田幼児保育課長 すみません、区立園におきましては、園内のカメラというのは設置して

いない状況でございます。というのも、先ほど委員がおっしゃられたように、保護者の方も

やはりプライバシーを気にされる方というのは一定数いるというところもありまして、あと、

職員の、見られているというところが、どうしてもデメリットになってしまう、言い方はあ

れですけれども、ある意味、監視されているというところの意識になってしまうと、よりよ

い保育というのもまた逆の方面になってしまう可能性があるというところもあります。ただ、

必要であるということであれば、今後、保育室内のカメラの設置というのも行っていく必要

もあるかなとは思いますけれども、保護者の方のお考えとか、そのあたりのバランスをとり

ながら検討していく必要があるかなというふうに考えております。 

○板倉委員長 山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。２つの意見があると思うんです。預ける側の保護者の意

見と、それから保育する側の保育士の意見と。でも、今、御答弁に出た保育士側としては監

視されている感がある。何かこう、こんな言い方はあれですけど、そういうふうな声がある

というのは、いや、ちょっと何かしているのかと思う。でも、全然、私は保育も楽しくて、

もう本当に保育士として私は自身ありますという保育士さんもやっぱりいっぱいいると思う

んです。そうしたら、何があっても、別に見られても大丈夫なわけですよ。だから、監視さ
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れているのは嫌ですというような意見が出てきてしまうのは、ちょっと残念に思うかなとい

うふうに、もうこれは預けるほうが主体であっていいと思うんです。何かあったとき、やは

り命ですから。そういう意味では、私、つけてくださいと言っているわけじゃないんですよ。

預ける側の保護者のお子さんの安全を守るという意味では、保護者の方にある一定の意味、

室内カメラの意味であったり、それにおいて意見をもらう必要はあるのかなというふうに思

いましたので、事が起きてからでは遅いので、その辺だけ１点、質問をさせていただきまし

た。 

○板倉委員長 奥田幼児保育課長。 

○奥田幼児保育課長 確かに委員がおっしゃるように、過去には適切な保育だったものが、時

代の移り変わりとともに、現在では不適切に当たってしまうというような保育というのも実

際に考え得ることでございますので、当然、子どもを守る意味でも、カメラを設置するとい

うのは非常に重要でございますし、また、何か起きた場合に、お互いその事実確認をすると

いう意味でも、職員を守る意味でも、園内のカメラというのは非常に重要かなと思いますの

で、そのあたり、先ほど申し上げたように、保護者の方のお考えもちゃんとバランスを見な

がら検討してまいりたいというふうに考えております。 

○板倉委員長 ほかによろしいですか。 

 それでは、報告事項、保育所等における送迎バス等安全対策支援事業についてを終了いた

します。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 続いて、一般質問です。 

 一般質問については、７人の方から８つ質問が出ていますので、順番にお願いをいたしま

す。 

 まず、ほかり委員。 

○ほかり委員 ありがとうございます。アクティ（放課後全児童向け事業）について伺いたい

んですけれども、今年度、育成室の待機児童解消加速化プランということで、育成室の整備

を進めていただいていると思うんですが、それと併せて、小学校で行っているアクティの時

間の延長について、現状、放課後から18時までがおおむねほとんどなんですけれども、18時

半までの30分の延長ということで、現状、駒本小学校と昭和小学校の２校が18時30分という

ことで、誠之小学校と、柳町小学校が令和６年４月から30分時間延長ということなんですけ

れども、それ以外のところについての進捗状況とかがあればお伺いしたいんですけれども、
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お願いします。 

○板倉委員長 鈴木児童青少年課長。 

○鈴木児童青少年課長 時間延長でございますけれども、今、委員からお話がありました駒本

小、昭和小につきましては、４月からの実施ですね。18時半から実施をしている学校につき

ましては、まだ現時点ではございません。進捗状況としましては、18時から18時半に延長す

る学校というのが現時点は４校ですね。通常５月の利用開始のところを４月から利用する学

校につきましては、駒本小と昭和小で、今、やっておりますが、それ以外にも誠之小で４月

開始、それから、そのほかにも一、二校で調整をしているところでございます。 

○板倉委員長 ほかり委員。 

○ほかり委員 ありがとうございます。数が増えるのはいいことなんですけれども、それと終

わりの時間と併せてなんですけど、開始時間、学校がやっているときは放課後からの開始な

んですけれども、夏休み、冬休み期間中は現状10時。これを早めて、例えば９時とかにでき

ないのかというところも併せて働きかけができればなとは思っているんですけれども、育成

室が休業期間中は８時15分開始になっていて、ここと10時の差というのはかなり大きくて、

これが例えば９時になればアクティに送り出してから仕事に行ける方も大分増えると思いま

すし、そのあたりの調整。あと、育成室は３年生までしか利用できないんですけれども、ア

クティに関して６年生まで全児童が使えますので、そこのあたりもぜひ学校とアクティの運

営業者さんと調整いただければなと思いますけど、いかがでしょうか。 

○板倉委員長 鈴木児童青少年課長。 

○鈴木児童青少年課長 アクティのほうが10時利用で、育成室が８時15分というところで、保

護者の皆様からそういった意見をいただいているというのはこちらでも承知をしております。

そこを９時利用とするところが、現時点で長期休業期間等で９時から利用している学校が10

校あるんですけれども、そこを４月以降、プラス２校で12校というところで調整をしており

ます。アクティ、育成室の利用の拡充については、今後、様々な意見を聞きながら検討して

いきたいと考えております。 

○板倉委員長 ほかり委員。 

○ほかり委員 順次拡大していただいているということで、ありがとうございます。理想を言

えば、できれば20校全部９時開始、18時30分まで預かりという形になればいいなと思います

ので、引き続きよろしくお願いします。 

 以上です。 
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○板倉委員長 豪一委員。 

○豪一委員 先ほどの保育所における送迎バスの話に関しては、本当に日本は大変いい国だな

と。人為的ミスであっても、文京区だけで１億1,700万円だから、全国規模でいうと何百億

円、何千億円というお金をね。当然、亡くなられた方とか、亡くなられた親族の方に関して

はお気の毒ですし、反省しないといけないんだけれども、１つの人為的ミスで、それだけ大

きなものを使わざるを得ないと。当然、税金なわけですから、それでは税金が安くなるはず

がない。それが私の感想です。 

 話は変わりますけど、私の質問は一般質問でも話した子どもの体力なんですよ。一般質問

では小学生と中学生の体力ですから、ここには直接関係ないので、子ども・子育ての体力に

ついて、子どもの体力についてお伺いしたいんですけど、体力は人間を成長させ、人として

創造的な活動をするために必要不可欠なものであり、生きる力のために極めて重要な要素と

なるというのは、2002年に文部科学省がしっかりと言っているという中で、よく議会でも取

り沙汰されるスキャモンの発育曲線ね。これは特に２歳から８歳ぐらいまでの間がとても大

事であって、神経系というのは生まれてすぐ急速に発達すると。そこの時期が大事であって、

そこの時期の運動に関してもすごく大事だということを言われているわけですよ。 

 この間の一般質問では、私、小学校、中学校のところを結構攻めて言いましたよね。あれ

に対する答弁はちょっと納得いかずに、全国平均より出っ張ってるいいところがあるんだっ

たら、もうちょっと具体的にこういう努力をしたからこういうふうによくなったんだと言っ

てほしかったんだけど、基本的に教育推進部は文京区の子どもたちの体力は劣っているとい

うのは認めているわけですから、その対策として、この子ども・子育て世代の皆様に、幼児

期に文京区の子どもたちの体力増強に対してどういう努力をされているのかというのをお伺

いしたい。 

 平成30年の２月に文京区版幼児教育・保育カリキュラム改訂版というものを出したじゃな

いですか。あそこを見ていると、子どもの運動に対して運動という表現を使わないで、みん

な遊びという表現にしているんですよ。それ自体問題があるとは言わないけれども、それだ

と、読む側、例えば保護者とかが、遊びというふうな感じになって、文京区の子どもたちの

体力の低下というのを問題提起されているというのをあんまり感じないで、あまり運動させ

ようという気にならないんじゃないかと。文部科学省なんかも、スポーツ庁も言っているの

は、日本の子どもというのは水泳をやったら水泳だけとか、サッカーをやったらサッカーだ

け、野球をやったら野球だけ、１つのものにこだわって、勝つことにこだわる勝利主義みた



令和５年１１月１３日 子ども・子育て支援調査特別委員会（速報版） 

 

－２４－ 

いになっちゃうのがよくなくて、いろいろなスポーツを取り入れたほうがいいという、そう

いう教育がスキャモンの発育曲線に関しても良いと、そういうような表現をしているのに、

文京区では、それをあんまり感じない表現になっちゃうんですよね。だから、その辺をもう

少し具体的に、保護者、子育てを始めましたというばかりで、２歳から８歳の幼少期を育て

る親に伝わるような表現とか、どのような工夫をされているのかというのをお伺いしたいと

いうのが１つと、あと、実際に行政でそういう幼少期の子どもたちの運動能力とかを開花さ

せるために、どのような努力をしているのかというのを、その２点、お伺いさせてください。 

○板倉委員長 木口教育センター所長。 

○木口教育センター所長 まず、幼児期についての取組ですけれども、今、区立幼稚園の10園

におきましては、日本コーディネーショントレーニング協会に御協力いただきまして、コー

ディネーショントレーニングの公認の講師を全園に今年度から年間２回、昨年度までは１回

派遣しております。こちら、脳科学の観点から生まれた運動になりまして、幼児期の体力向

上の推進の１つの材料になるのではということで取り組んでいるものでございます。 

 保護者向けの周知の仕方のところでは、今、御指摘のあったようなところで、直接それに

対応した表現というのは確かに行っていない面がございますが、ただ、最近で言えば、教育

委員会の広報誌の「きあら」に、順天堂大学の教授等に御協力いただきまして、学者の目か

ら見た子どもの健康と体力について、保護者を含めて一緒に考えるような内容のコラムを昨

年度から掲載し始めているのが現状でございます。 

○板倉委員長 豪一委員。 

○豪一委員 文京区は大学も多いし、学術好きなのは分かりますよ。何かにつけて、この間も

順天堂大学だとかね。年に２回、講師を派遣しているというのも分かりました。だけど、そ

の講師が年に２回行っていると、365日、180日に１回行っていると。それが継続されている

ような何かインパクトを与えているのかということを重ねて聞きたいのと、要は、運動とい

うのは習慣性で、文部科学省も言っている１日60分、ある程度強度の強いアクティブな運動

をすることが全国の平均以上いくというふうに言っているわけですから、そのコーディネー

ターが行っていたり、「きあら」に学術の方が論文を書いたことが、論文、書いた文章なん

て幼稚園児は読めないでしょう、幼少期の子どもは。それがどのようにつながっているか、

どのように習慣になっているかが大事じゃないですか。その辺が、その２回行っているのが

実際にどのようにつながっているとか、事例だとか、こういうふうになっていますよという

のがもしあれば、ぜひお聞かせください。 
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○板倉委員長 木口教育センター所長。 

○木口教育センター所長 この取組の本当に直接的な効果とまでは言えるかどうかというとこ

ろの課題はあるんですけれども、文京区の子どもの１日の平均の運動時間というのは、少し

前の令和３年度の調査ではございますが、いわゆる委員のおっしゃった１日平均60分を上回

る、１週間の平均の運動時間は確保されているのは実態としてございますので、そういった

ところで１つ、直接の効果ではないかもしれませんが、運動習慣という面では一定の水準は

確保できている状況でございます。 

○板倉委員長 豪一委員。 

○豪一委員 その60分というのがどういう運動なのか、その内訳をできれば教えてください。 

○板倉委員長 木口教育センター所長。 

○木口教育センター所長 時間数までの調査にとどまっておりまして、具体的なその運動の内

容までは、申し訳ありません、そこまでの把握はできていない状況です。 

○板倉委員長 豪一委員。 

○豪一委員 分かりました。あんまり質問を長くしたくないですからこの辺でまとめたいと思

いますけど、60分間以上やっているというのはちょっと安心しました。できればね、具体的

にどういうことをやられているか、どういうスポーツを、例えば習い事をやっているとかね、

習い事も毎日やっている子は少ないから、せいぜい週二、三回じゃないですか。じゃ、毎日

60分以上というのは、どういうスポーツをやっているかというのはすごく大事なことだと思

います。今後、文京区の子どもの、それは小学生も中学生もそうですよ、幼少期もそうです、

それを押さえることと、やはり私は学術の方のアドバイスは物すごく大事だと思うんですけ

れども、そのアドバイスを継続してやるような取組が何をやっているかというエビデンスも

大事だから、そこもしっかり追いかけて、こういう委員会とかで報告して、こういうことを

やっていますということを言われると納得がいくけれども、今のだと、いまいち何をやって

いるのかなという感じになっちゃうから、今後はできればその辺を具体的に御説明いただき

たい。継続的にこういうことをやっているとか。 

 それと、できれば、保護者なんかにもしっかりと伝わるような、先ほどのカリキュラムみ

たいなやつですね、冊子みたいなものがあったら、そういうことを文京区の子どもたちの、

今、危惧する点なんかをしっかりと伝えられるようなものにしていただければよりいいかと

思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○板倉委員長 上田委員。 
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○上田委員 11月８日の東京新聞に、誰でも通園制度に関するモデル事業をやっている自治体

の比較、アンケート調査が出ていたかというふうに思います。拝見した限りでは、文京区、

答えはないけれども、やっぱり頑張っているほうかなというふうに思いました。松戸市さん

とか川崎市さんとかは子育て支援に力を入れているかと思いますが、しっかり月56時間とか

41時間とか、１日８時間ぐらいの保育をやって、それを週１ぐらいでというようなイメージ

が十分湧くような仕組みになっていますけれども、自治体によっては政令市なのに１人だけ

とか、１日何時間とか、もうこれでは多分、ニーズを満たさないんじゃないかなというふう

に思うような、そういったモデル事業も結構あって、そういう意味では文京区、頑張ってい

るほうだなと、逆にこの記事によって私は思いました。記事によれば、確かに文京区はキャ

ンセル待ちが140人とかというふうに、必ずしも肯定的な書き方じゃないのは納得いかない

ですけど、それだけニーズが高い事業を行っている、実効的な事業を行っているというふう

にむしろ受け止められて、これを横展開していくことが重要なんだろうと思いました。 

 実際に文京区、令和６年度の重点施策において、この未就園児の定期的な預かり事業を行

うことになっております。先ほど申し上げたように、今、２か所やっていって、今回の２か

所のモデル事業については、令和６年度のほうについては、東京都の多様な他者との関わり

の機会創出事業ということで、私立幼稚園も含めた場所というか事業者を選定していくとい

うことになっているかというふうに思います。今、国のほうでは、こども誰でも通園制度の

本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会というのが既に９月から３回行

われておりまして、その座長は文京区の元教育委員でもいらっしゃいます秋田喜代美先生か

と思います。その中でも、いろいろ気になるところ、さっきの記事の中でも、ある自治体の

首長さんとかは、福祉的な視点がどうのとかというふうにおっしゃっていましたけれども、

既にその保育園の認可園にそういったハイリスクな家庭があるのであれば、認可園に優先的

に入れるべきですし、一時預かりでそういったところはレスパイトさせるべきなのにもかか

わらず、定期的な預かり事業に福祉的な視点が云々とかというのは、何か違うなというふう

に思っていたので、やはり文京区のこの定期的な預かり事業で子育ての負担感を軽減してい

くというような預かり事業をもっと増やしていかなければならないというふうに思います。

国の検討会の中でも、もっと保育のシェアをしなければならないとか、ポピュレーションア

プローチなだけではなくてハイリスクアプローチでもあるみたいなことを書いてありますけ

れども、そのハイリスクアプローチに焦点を当て過ぎれば使い勝手が悪くなるというふうに

思いますので、今のやり方でやっていくということも、今のやり方というか、今のやり方を
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検証しながら国のほうに文京区モデルというものをしっかりと提言していくことが必要なの

ではないかなと思います。文京区の在り方の中で、今の文京区の配置基準だったり、施設基

準だったり、募集人数だったり、定期の預かり日数だったりというのは、１つのモデルとし

てしっかり、こういったのもいいと思いますとか、さらにこうするともっといいんです、そ

のためにはこのぐらいの財源が必要なんですということをしっかり上げていくことが必要な

んじゃないかというふうに思うのですが、お考えを伺いたいと思います。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 委員から今、お話がありましたとおり、文京区では春日臨時保育

所とグループ保育室こうらくのほうで、今年度、未就園児の定期預かり事業を実施している

ところになります。実際、春日臨時保育所では、国のほうで必須とされている検証会議のほ

うを10月末に実施をいたしまして、その中で保護者の方からの御意見という部分では、やは

り春日臨時のほうは週２回を希望していた保護者の方も少なからずいらっしゃったんですけ

れども、実際、７月から利用を開始してみると、週１回であっても最大１回当たり８時間使

えるという部分で、育児の精神的、肉体的な負担が大きく軽減されたということで感謝の言

葉をいただいているところになります。 

 また、お子さんの変化というところにつきましても、やはりその利用を重ねるにつれて、

お迎えのときにお子さんが笑顔でいることが多くなったですとか、あるいは同年代の友達が

できたとか、家でもよく話をしたり歌を歌うようになったというような変化のほうも見られ

ているところになります。国のほうの検討会議の中では、１人当たりのお子さんの利用時間

を、１か月10時間を上限にしてというところが示されているところなんですけれども、仮に

この枠組みで週１回定期的に利用していくと、１回当たり２時間の利用になってしまう計算

にはなるんですが、そうしたときに、お子さんが施設の活動に慣れるまで時間がかかったり、

保護者の方の育児の負担軽減というところもかなり効果が限定的になるのではないかという

ふうに思っております。また、施設での保育の工夫という部分でも、かなり現場のほうでは

負担が生じる可能性があるというふうに考えております。ですので、委員のほうからも先ほ

ど令和６年度の重点施策ということでお話のほうがありましたが、こちらにつきましては、

国のモデル事業ということではなく、東京都の多様な他者との交流の機会創出事業のほうを

活用しまして、今と同じような形で最低毎週１回、最大１回当たり８時間利用ができるよう

な形で進めていきたいと考えております。 

 また、文京区でのこのモデル事業の実施状況については、実際、こども家庭庁が８月に視
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察にも来たりしておりますので、そのときに直接、区のほうからお伝えをしておりますし、

現場の職員のほうからも、国が10時間というふうに示される前でしたけれども、仮にそうい

ったようなことになってしまうと、やはり現場の保育の工夫という部分も負担がかかるとい

うような趣旨のお話のほうはさせていただいているところになりますので、最終的に全国展

開する際の動きというところはまだ分かりませんけれども、引き続きまた年度末にももう一

回検証を行う予定ですし、国に対しては文京区の中で見えてきた課題であったり、あとは好

事例であったりというところはしっかりお伝えをしていきたいと考えております。 

○板倉委員長 上田委員。 

○上田委員 ありがとうございます。やはり国のほうが保育の資源のシェアみたいなことに一

生懸命になっていて、今、文京区がやっていこうとしている保育の社会化だったり地域で保

育するという姿勢が、何かこう、検討会の中で薄れているように感じられるのは、せっかく

８月に文京区を視察してくださったのに残念なことだというふうに思いますので、ぜひその

辺、国のほうの動きがより社会的に理想に近い方向に行くといいなというふうに思っており

ます。ぜひ、機会を捉えて、国にも文京区の事例だったり考え方だったり言っていける機会

があるといいなというふうに思います。ありがとうございました。 

○板倉委員長 宮本委員。 

○宮本委員 ありがとうございます。質問は全く上田委員と同じ質問でして、答弁をしっかり

いただいたので、重点施策としては、来年度、都の事業を活用するということで、よかった

と思います。私も検討会の内容を拝見している中で、月10時間ですか、この利用時間につい

て、有識者の方からも複数の指摘があって、どうなのかなと私も思っていまして、公明党の

国会議員の事務所に行ったんですけれども、改善するべきだと。こども家庭庁の説明にも、

確かに筋が通っているといいますか、様々な全国の自治体があって、十分なそういった機会

を提供できる自治体もあれば、そうでないところもあると思いますし、また、より多くの子

どもに使わせたいという、そうした趣旨で利用時間を短くするということも理解はできると

ころなんですけれども、上田委員もおっしゃったように、文京区でのモデル事業が、今回の

事業の本来の目的である社会全体で子どもを育てていくとか、もう本当に誰でもというとこ

ろをしっかりと、何ていいますか、モデル事業として好事例として国に報告をしていってい

ただければと思います。 

 そういう意味では、都の来年度の予算をしっかり期待せざるを得ないんですけれども、そ

こにもしっかり私どもも公明党として都議会にも要望していきたいと思います。また、区か
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らもしっかりそうした意思であるとか、意図であるとかいうことを都にも伝えていただきな

がら、来年度以降の展開をしっかりしていただければと思います。 

 週１回、月40時間ぐらいですかね、それが、まさか月10時間になってしまうと、本当にダ

ウングレードになってしまいますので、質をしっかり担保できるように、引き続きぜひ準備

を進めていただいて、言うべきことは言っていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 やはり、今、宮本委員のほうからお話がありましたように、国の

ほうの考え方ですと、本当に全国様々な自治体の状況があって、いわゆる定員の空きという

のがかなり多く出ている自治体もあれば、ようやく待機児童が解消されて、定員の空きが少

ないというような自治体もある中で、全国一律に導入していくということで、できるだけ多

くの方に利用をしていただくという観点で、月10時間というような考え方が示されたものだ

と認識をしております。 

 ただ、先ほどの上田委員のほうの御質問にも答弁申し上げましたように、やはり月10時間

だと一時預かりとの違いというのがあまり見いだしにくいという部分もあると思いますし、

それこそお子さんが慣れるまで時間がかかったり、保護者の方の負担軽減という部分もかな

り効果も限定的になってしまいますし、何より現場のほうの負担もかなり増すのではないか

ということで危惧をしております。令和６年度の重点施策は、都の補助事業を活用してとい

うところを考えてはいるところですけれども、実際、今、東京都のほうでも、令和６年度の

予算要求ということで、ホームページに予算要求の内容が出ている中で、いわゆる多様な他

者との交流の機会創出事業については、今年度の当初予算よりも２倍近く要求額としては増

えているところは確認をしておりますので、しっかり東京都の動きなんかも確認をしていき

ながら、令和６年度に区内の私立保育園、あるいは私立幼稚園のほうで実施ができるように

区として準備を進めてまいりたいと考えております。 

○板倉委員長 山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。私は、どこから話そうかな、来年の４月に中央区が区立

の保育園に医療的ケア児の専用保育室を設けるという話が先日の新聞に掲載されていました。

やはり文京区において、今、実際に医療的ケア児の子が何名いて、やはり求められているも

の、課題というんでしょうかね、例えばどのぐらい、まだ少ないのか、それとも足りている
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のか、そういった点をまずお聞きしたいと思います。 

○板倉委員長 奥田幼児保育課長。 

○奥田幼児保育課長 現在、文京区の保育園でお預かりしている医療的ケア児の児童数なんで

すけれども、区立保育園で１名と私立保育園で２名となっております。保護者の方から求め

られているものといたしましては、具体的な相談はたまにあるんですけれども、現時点でい

つから入園したいという御相談は今のところはないんですけれども、やはりその相談の件数

というのは過去に比べると増えてきている状況でございますので、医療的ケア児の受入れの

拡充というのは課題になっているかなというふうには考えております。 

○板倉委員長 山田委員。 

○山田委員 課題ということで、今後、医療的ケア児で方向性というか、増えていくというと

ころの見方、増やしていく御努力というのがされているのかどうか確認させてください。 

○板倉委員長 奥田幼児保育課長。 

○奥田幼児保育課長 医療的ケア児の受入れの充実は今後も進めていかないといけないという

ふうに考えておりまして、私立園ももちろんそうなんですけれども、まず、区立園におきま

しては、今、医療的ケア児の受入れの拡充の検討会というものを内部で行っておりまして、

当然、ハード面での整備というのがどうしても必要になってくる、一定の距離を保たないと

いけないという場合もございますので、ハード面の整備。あと、ソフト面として、やはり過

去にも医療的ケア児を区立園で受け入れてきたときに、保育士にかなりの緊張感の連続とい

うところもありましたので、そういった職員の医療的ケア児に対する理解、そういったもの

を含め考えていかないとというところもありますので、まず、区立保育園の職員に対して、

医療的ケア児の受入れを進めるに当たってどういうところが重要かというアンケート調査を

したり、そういったことで、まず保護者の方も、あと職員も安心して受け入れられる態勢は

どのようなものかというのを、今、調査しているところでございます。 

○板倉委員長 山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。先日、肢体不自由児・不自由者の御父母の団体さんたち

と意見を交換する機会がありまして、やはり医療的ケア児を持つ御家庭の方から、様々な支

援を御相談いただいたんですけれども、その中で、やはり看護師さんそのものが非常に忙し

くて、お母さんやってくださいじゃないけれど、そんな実態もあるというお話も聞きました。

なので、単にスペースとして整備するだけじゃなくて、もちろん看護師さんの人員の配置だ

ったりとかそういうのも、いろいろなことがそれには付きまとってくることだと思いますの
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で、そう簡単ではないけれど、今後、文京区の中において、やはり医療的ケア児の専用保育

室、もし今の時点では足りているのかもしれないけれども、その声が出ていないだけという

場合もあるので、例えばつくる計画をお示ししたときにはまた手が挙がってくるのかもしれ

ないので、やはり、ぜひそのあたりは前向きにいっていただきたいなというふうに考えます。 

 先ほど来から、ほかの委員の方たちが誰でも通園制度のことを話されておりました。私、

一番最初に報告を受けたときに、この誰でも通園制度は非常にいいなというふうには思った

んですけれど、もし、例えばそのように、今、保育園が至るところで欠員がある、そういっ

たところを有効活用しましょうということでできた制度であるかと思うんですけれども、も

し誰でもと言うのであれば、そういったところ、整備的には難しいですよ。でも、やっぱり

医療的ケア児のお子さんだって、御家族の人は子どもの笑顔が見たいと思うだろうし、それ

から、同年代との声を聞かせてあげたいと思うし、お母さんそのものも育児から解放された

いと思うのは同じだと思うんです。なので、やはり誰でも通園制度というのが進んでいく中

で、そういったところはどうなのかな。例えば、これが区が全部直営で保育園をやっている

のであれば、そこのどこかの部分を集約してやりましょうというのは簡単にできるのかもし

れないけれど、民間事業者さんと一緒にやる中で、医療的ケア児の専用室を設けていくとい

うのは厳しいハードルはあるんだけれど、やはりそういったことをしっかり忘れないでいて

ほしいかな。あと病児・病後児保育もそうだと思うんですけれども、誰でもと言うのであれ

ば、やはりそういうところから考えていっていただきたいというふうに思います。 

 それと、これは医療的ケアのところからちょっとそれるけれど、誰でも通園制度という意

味で始めたこと、私、前回の委員会でも申し上げましたけれども、これは国のゴールは少子

化対策なわけなんですよね。なので、非常にそこの部分を、もし文京区のモデルケースとし

て意見を上げていくのであれば、例えば通園制度をやったというところで、通わせたお子さ

ん、親御さんの意見は皆さん絶対いいと言うはずですよ。でも、そこでとどまらないで、そ

こで子どもをもっと持って育てようと思ったのかというところの核心の部分には触れて、そ

れを国にお示ししていただくのが私は親切だと思うし、ぜひそういうような目でやっていた

だけたらなというふうに思います。そこだけ１点お聞かせください。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 今、委員のほうからお話のありましたこども誰でも通園制度、あ

るいは未就園児の定期的な預かりというところの目的は、本当にいろいろあると思います。

お子さんのいろいろな体験の機会であるとか保護者の負担軽減、あとは空き定員の有効活用、
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それがひいては大きな意味では少子化対策になっていくというところで、いろいろな目的が

あるかというふうに認識はしております。なかなかストレートに、例えばお子さんをもっと

希望する方が持てるような施策になっているかどうかというような直接的な聞き方というの

はなかなか難しいかなというふうに思ってはいるんですが、私なんかも夕方の送迎時間なん

かに合わせて春日臨時保育所等に行って、直接利用されている保護者の方といろいろざっく

ばらんにお話なんかもさせていただいておりますので、そういった中で保護者の方がどうい

うふうにこの制度のほうを感じているのかというところは、区として把握できる範囲で把握

をした上で、必要に応じて国のほうにも伝えていきたいと考えております。 

○板倉委員長 山田委員。 

○山田委員 まとめます。子育てしやすい環境をつくるというのは、世界的に見てもみんなど

この国もそうですよね。あの国は子育てしやすいんだよとか、いろいろなことが言われるわ

けですけれども、子育てしやすい環境というのは、お金の面だけじゃない、給付金だったり

とか、何だろう、手当てだったりじゃなくて、やはりそういったハード面で整備をしてあげ

ることも１つの大切なことではあるというふうには思っております。でも、やはりそれが日

本はとか、文京区は子育てしやすいというふうに、そうやって私はしっかりとつながってほ

しい。それが行く行くは、子どもをもう一人産もうかなとかにつながればいいんじゃないか

なと。別にストレートに子どもを産むように仕掛けろと言っているのではなくて、そういう

ふうに私はなっていくんじゃないかなと思うので、せめてその意識だけは、提供する側はそ

ういうことをしっかり置いて、ただ単にサービスというのではなくて、その辺の事業の在り

方というのをしっかりと進めていっていただきたいというふうに思っております。 

 ありがとうございます。 

○板倉委員長 一般質問、あとお二方なんですけれども、冒頭に言いましたように、午前中で

終了したいと思いますので、時間の配分のほうをよろしくお願いします。 

 浅田委員。 

○浅田委員 私のほうは、簡単に小学校の子どもたちの放課後の生活についてというくくりで

質問いたします。その中で、アクティとアフタースクールというのがありまして、実はこれ

前回も伺ったんですけれども、やっぱりね、ちょっと考えていただきたいということがあり

ますので、質問いたします。 

 １つは、先ほど時間の延長という話がありましたよね、18時30分。これで、もし子どもた

ちが通常の学校で授業を受けているとすれば、12時40分ぐらいですかね、給食が終わります。
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そこから18時30分まで授業を受けたり、あるいはアフタースクールとか、あるいはアクティ

へ行って遊んでいるときに、改めて申し上げますが、やっぱりおなかがすくんですよね。こ

れはね、水はいいです、自由に飲ませていただいていると伺っていますけれども、これにつ

いてはやっぱり検討しないと、食べるなというのもなんだし、普通に考えて、大の大人でも

12時半から６時半まで水以外何も食べないでというのは、これはちょっといかがなものかと

いうふうに思いますので、これについてはやっぱり検討していただきたい。前回はちょっと

厳しい御答弁だったように思いますが、ぜひお願いをしたいということ。 

 まとめて、それから、アクティもアフタースクールもそうですけれども、何というんです

か、出退の管理ですよね。これはそれぞれの法人さんによって違うわけですけれども、これ

がさっきの保育園の議論でもありましたけれども、子どもが４年生、５年生になると行動も

活発になったりしますよね。これについては、縛るという意味ではなくて、安全対策の意味

できちっと対応しなきゃ私はいけないんじゃないかというふうに思うんですが、これについ

ての対応。 

 それから、もう一つは、放課後全児童を担っていただいている法人さん、あるいは団体の

方の事務的な対応をする場所ですね、学校における。これがね、結構、もう折り畳みの机を

１個置いて、椅子を置いてだけのところもあったり、あるいは、学校の玄関のところの隅っ

このところにちょこっと。これも確かに教室が足りないということがあって、どうしても学

校は授業を優先、これは分かりますよね。そちらに使われている、それは分かりますけれど

も、子どもたちが放課後、自由に遊んだりしているところを事務的なこと、あるいは冒頭、

最初の質問で言いました、場合によってはおやつめいたもの、おにぎりめいたものを提供す

るというふうになれば、それなりの場所も必要だと思うんですよね。それについて学校側と

の協議になりますけれども、御検討いただきたい。 

 以上３点、いかがでしょうか。 

○板倉委員長 鈴木児童青少年課長。 

○鈴木児童青少年課長 まず、１点目のアクティの時間延長に伴うおやつでございますけれど

も、前回の特別委員会でも、現時点は考えていないという御答弁をさしあげましたが、その

後、他区の状況も一部調査をさせていただきました。他区では、保護者の方が自発的に放課

後全児童向け事業に入って提供しているという事例も一部ございました。仮に12時に給食が

終わって、その後、18時半までということであれば、確かにおなかがすくというのは当然こ

ちらも把握をしておりますので、もう少し他区の状況も調べて研究を続けていきたいなとい
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うふうに思っております。 

 続いて、アクティへの入室の管理でございますけれども、当然、育成室に比べて高学年は

アクティのほうでも活発になるというのは把握しておりますが、現時点でそこから抜け出す

とか、そういったところはない状況でございます。これにつきましても、運営事業者とは１

学期ごとに２回ほど打合せを行っておりますので、そういった事例は現時点ではございませ

んが、安全対策等については、そのほかの事例についてもしっかり検討はしていきたいとい

うふうに考えております。 

 最後に、アクティの事務的な場所がないというところでは、これは運営事業者、区内に５

つほどございますけれども、各事業者からそういったお声はいただいているところでござい

ます。ただ、御承知のとおり、区内全ての児童数が増えている状況で、学校の中でなかなか

スペースも、我々が使えるアクティの場所というのも限られているところでございますので、

引き続き、当然、運営事業者の事務的な場所というのは必要でございますので、よりよい運

営ができるように、学校等とは引き続き協議は重ねていきたいと考えております。 

○板倉委員長 浅田委員。 

○浅田委員 出退の安全管理、それから事務的な場所の確保については、学校と協議をしなが

ら、ぜひお願いします。 

 子どもの生活、健康上の問題になってくると思うんですよ。途中でおやつなり、あるいは

軽食なりが提供されないと。育成室だと保護者の方から約100円をいただいて、それをおや

つめいたパンのようなものであったり、おにぎりのようなものだったりというものを提供し

ていますよね。一方、アクティ、いわゆる放課後全児童では提供がないというのは、これは

ぜひ検討していただきたいと思います、具体的なことをね。やっぱり教育委員会はね、そこ

を利用している子どもから直接お話を聞かれたことありますか。課長はお子さんがいらっし

ゃるけど、かなりきついと思うんですよね。これについては、もう来年度からになろうかと

思いますが、具体的に進めるということを、方法はね、いろいろあると思うんです。言われ

たように、保護者の方に協力いただく、場合によってそれもありだと思うんですよね。それ

も構いません。でも、ぜひ進めていくということについてはお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○板倉委員長 金子委員。 

○金子委員 ２つで、１つは今のアクティとか育成室の放課後のおやつの件でね、育成室のほ

うに特化して話すとすれば、こういうことが起こっているんですね。おやつ代は、月2,500
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円とか3,000円ぐらい保護者会で徴収していますよね。そうすると、昨今の要するに物価高

で足りなくなると。それで、例えば卒室のときに保護者の方が集まるのでね、追加分を徴収

したという保育室も出てきているやに聞いております。 

 この間、例えば給食だと、物価高騰対応で単価の底上げ分みたいなことをやっていますよ

ね。だから、おやつの位置づけというのは、あくまでも保護者会が用意していますよという

ことでやってきているにしろ、保育料が月１万円に値上げされたときに、私たちはおやつ代

の負担も含めて１万円を超えるという状況になってくるということから、値上げに反対した

経緯がありますが、今もそういう立場だけれども、この育成室のおやつ代、やっぱりそうい

う状況で、今、足らなくなり、追加で集めている実態について、区はこの間、そういう声や

実態をどのように掌握されているのか。また、そういう部分についても私は物価高騰対策が

必要になってきているというふうに思うし、それから、その物価高騰の状況というのはとど

まらない状況があるので、さらにますますその必要性が高まってきているんじゃないかと思

うけれども、この点についてはどういうふうに捉えておられますか。 

○板倉委員長 鈴木児童青少年課長。 

○鈴木児童青少年課長 おやつ代につきましては、月2,000円から3,000円で各室徴収をしてお

りまして、一部の育成室で追加徴収をしたというのはこちらでも把握をしているところでご

ざいます。ただ、育成室の利用者が区立の児童数は１万1,000人のうち2,000人というところ

も考えまして、現時点では、おやつ代というのは保護者のほうから引き続き徴収をさせてい

ただくという考えは変わってございません。 

○板倉委員長 金子委員。 

○金子委員 放課後の子どもの育ちや発達保障というようなことを考えますと、そうすると、

今のおやつ代のままでいくと、必然的におやつの中身というんですかね、質が下がっちゃう、

もしくは量が減ってしまうということになるはずなんです、それは絶対そうなんですよね。

だから、そこへの高騰対策で支援を入れていく１つのきっかけぐらいにして、やはり物価高

騰対応の底上げ、せめてそこぐらいはやっていただきたいと思っておりますので、その点は

お願いをしておきたいと思います。 

 それから、もう一点は、私たちが系統的に、この間、聞いてきております、保育の委託費

の弾力的運用に関わって聞きます。保育の委託費の弾力運用というのは、公的保育、認可保

育を行うための経費を保育事業者の判断で一定余らせて、ほかの自治体での保育所の運営費

とか、また、別の保育所の開設ないしは保育会社の本社経費に充てるもので、実務的には前
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年度までの公費の残高と運用額を協議書に記載し、認可権限を持つ東京都と協議を行うとい

う手続を経て実施がされています。この協議書は区を通じて都へ進達されることから、この

間、この協議書を情報公開請求で入手し、その中身についてただしてきたということです。 

 具体的に令和４年度中に提出された協議書の中で、テンダーラビング保育園関口の協議書

と、それに関わる協議書に添付された書類を、この間、情報公開請求で入手をしております。

このテンダーラビング保育園関口というのは、区内の私立認可保育所の中では唯一、医療的

ケア児の受入れの保育を行っているということで、何年か前の決算審査特別委員会で実地に

視察も行って、高く評価をしたという経緯がありました。それで、今日聞きたいのは、この

情報公開請求で、令和４年度の協議書というのを取り出しますと、その前年度の令和３年度

のこの保育園の収支計算書が添付されているんです。このテンダーラビング保育園関口の収

支計算書は２種類あったんです。１つは一般の保育の収支計算書です。もう一つは、医療的

ケア児の保育の部分の収支計算書なんです。この令和４年度の弾力運用協議額というのは

3,473万円、端数は省きますが、そういう額でした。収支計算書の１つ、一般の保育の最終

収支というのは、この弾力運用の協議額と同額の3,473万円だったということなんです。そ

うすると、疑問が生じるのは、この医療的ケア児の保育の収支、そこでも収入が3,775万円

に対して、支出の項目は大きく分けて２つ、人件費が1,038万円、事務費が72万6,000円、こ

ういう状況になっておりまして、収支差額が、言わば黒字と言っていいと思うんだけれども、

2,664万円、こういう収支計算書だったんですよ。 

 医療的ケア児を本当に大事にして慎重に保育をやるということだと思うんです、一言で言

って。したがって、何でこんなにお金が余る、2,600万円も残る収支計算書になっているの

かというのを聞きたい、答弁いただきたいけど、令和４年度の弾力運用の協議額の原資には

医療的ケア児の保育の収支差額は含まれていないということでいいかどうかというのが１点。 

 それから、医療的ケア児の収支差額は、今回、区が交付した3,775万円の実に70％を超え

る2,664万円だけれども、何でこんな黒字がこの医療的ケア児の保育で出る、そういう収支

計算書になるのか。これは事実なのか。このことを伺いたい。 

 そして併せて、このテンダーラビング保育園関口での医療的ケア児の実際の保育の人員体

制は先ほど山田委員が聞かれた中の一方の、私立は２人とおっしゃっていました、その２人

だと思うんです。２人だということだと思うんだが、その２人の医療的ケア児の保育を行う

ための実際の保育の人員体制というのはどのような人員体制になっているのか伺いたいと思

います。 
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○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 まず、１点目の保育委託費の弾力運用の対象に、医療的ケア児の

委託料のほうが含まれているかというところにつきましては、基本的に弾力運用の対象にな

るのは公定価格に基づく保育委託費等という形になっておりまして、医療的ケア児保育支援

事業につきましては、区と事業者のほうが業務委託契約に基づき実施をしている事業になり

ますので、こちらについて契約に基づき区から事業者に支払われる委託料については、保育

委託費の弾力運用の対象外という形になっております。 

 ２点目の、この収支計算分析表において黒字のほうが2,600万円以上出ているというとこ

ろにつきましては、今回、委員のほうから事前に御指摘をいただいて、事業者に確認をした

ところ、数値に誤りがあったというような御説明をいただいておりますので、内容について

確認をしているところでございます。 

 ３点目の人員体制というところにつきましては、令和３年度は常勤の看護師を２人と、常

勤の保育士１名を配置して、医療的ケアのお子さんに対する保育のほうを実施していたとい

うところになっております。さらに、こちらの保育園につきましては、医療的ケアの部分に

ついて、御自宅と、あと園のほうの送迎もやっておりますので、車のリース料であったり、

送迎に係るドライバーの方の委託というところも、園のほうでは対応して実施したところで

ございます。 

○板倉委員長 金子委員。 

○金子委員 2,600万円の黒字の収支というのは誤りだということを確認されたということで

すけど、この協議書に添付されている医療的ケアの収支計算書には、こういうふうに記載が

あるんですよ。上記は、上記というのは、この2,600万円の黒字が出ていることについて、

上記は原本と相違ないことを証明します、2022年５月31日、代表取締役で、黒くなっていま

すけど、社判が押してあるわけですよ。したがって、今、数値に誤りがあることを確認した

というふうに答弁されましたが、区としてこの原本は確認されたんですか。この医療的ケア

児の収支計算書の原本、原本は確認されているんですか。 

○板倉委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 原本については確認をしておりませんが、委員が御指摘のとおり、

原本と相違ないというような内容になっておりますので、原本のほうもこのような形で作成

されているのかなというふうに想像はしております。 

○板倉委員長 金子委員。 
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○金子委員 想像で、それでよしとするわけにはいかないので、これはきちっと調べていただ

きたいと。なぜかというと、先ほど常勤の看護師さん２人、保育士さん１人、資格を持った

方が３人いて、ドライバーがいて、人件費の支出の総額というのは約800万円。法定福利費

を含めて1,000万円そこそこというふうになっておりまして、これが誤りなことは火を見る

より明らかというか、もしこれが事実とすると、200万円ぐらいの賃金で医療的ケアをやる

保育士さんを雇っている話になっちゃうから、そんなことはあってはならないことだという

ことですよね。これは公的保育とは別枠の区の独自の委託事業ということですから、これは

区の問題であることは明らかなので、先ほどいろいろな意味で拡充が必要だというふうに答

弁された医療的ケアでね、決算審査特別委員会でも現地を見たところなわけなので、収支を

きちっと文京区がつかんで、それこそ保育の安全というか、きちっと行われているというこ

とを財政の面でも検証しなければいけないという課題が明瞭になったというふうに思います

ので、その点についてはお願いをしておきたいというふうに思います。 

○板倉委員長 きちっと、答弁をください。 

 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 今、委員のほうから御指摘をいただきましたとおり、区としまし

ては、事業者のほうから誤りがあったということで報告を受けておりますので、現在、正し

い内容について確認を行っているところになりますので、区としても、保育の実態について

は既に令和３年度の保育というところは適切に行われたと確認をしているところではござい

ますが、その収支についても区のほうでしっかり実態がどうだったのかというところは確認

をしてまいりたいと考えております。 

○板倉委員長 それでは、一般質問を終わります。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 以上で午前中の委員会は終了いたします。 

午後  ０時００分 休憩 

午後  ２時００分 再開 

○板倉委員長 それでは、皆様おそろいですので、委員会を再開いたします。 

 それでは、ただいまから研究会を始めます。 

 本日の講師を御紹介させていただきます。本日、御講演いただきますのは、日本大学文理

学部、末冨芳教授でございます。 

 本日のテーマは、「どうなる、こども大綱？どうする、自治体こども計画？～こども家庭
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審議会中間整理案を読む～」と題して御講演をいただきます。 

 講演をいただいた後に、質疑応答の時間を持たせていただく予定となっております。 

 それでは、末冨教授、よろしくお願いいたします。 

（研究会の開催内容については正式版にて掲載） 

○板倉委員長 これで、研究会を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

○末冨講師 ありがとうございました。 

○板倉委員長 続きまして、この席で委員会視察について、１点、協議をさせていただきます

ので、お残りをいただきたいと思います。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 それでは、協議事項１件、委員会視察についてです。 

先刻、開催をいたしました理事会において、12月11日、月曜日、午後に、豊島区のとしま

子ども会議と豊島区児童相談所への視察を実施することが合意されましたので、本日、委員

長案として視察計画（案）を提案させていただきます。 

 タブレットに視察計画（案）を格納しておりますので、皆様御覧ください。 

 つきましては、この案のとおり視察を実施したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○板倉委員長 それでは、議長に「委員会派遣承認要求書」を提出し、承認を得ることといた

します。 

 理事者の参加について、執行機関から申出があった場合は同行いただくことといたします。 

 当日は、現地集合、現地解散としたいのですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○板倉委員長 なお、集合場所等の詳細については、後日、お知らせいたします。 

 質問事項についてですが、あらかじめ分かっているものについては、事前に先方に伝えて

おきたいと思います。これについては、後ほど、事務局から事前の質問事項として連絡させ

ていただきます。 

 視察報告書については、併せて格納しております資料「視察報告書の作成について」のと

おり作成することといたします。委員の皆様は、視察感想文の御提出をお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 その他、委員会記録について。 
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 本日の委員会記録については、委員長に御一任いただきたいのですが、よろしいでしょう

か。 

（「はい」と言う人あり） 

○板倉委員長 ２月定例議会の資料要求について。 

 ２月定例議会の資料要求については、１月25日、木曜日を締切りとさせていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○板倉委員長 以上で、子ども･子育て支援調査特別委員会を閉会いたします。 

午後  ３時４６分 閉会 


